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桑折町総合政策課

内　容

◆家賃支援給付金（国への上乗せ給付）

　定員に達していない日程について追加募集をします。※②と③は同時に申し込めません。
①いきいき百歳体操（毎週火曜日、大かや園）【13:30 ～の部】【14:45 ～の部】
②元気・いきいき体操（第 3火曜日、伊達崎公民館）【9:30 ～ 11:00 の部】
③元気・いきいき体操（第 4火曜日、桑折公民館）【9:30 ～ 11:00 の部】
■応募先・問い合わせ　健康福祉課　健康増進係　☎ 582-1133
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新生児対象
特別給付金を給付します
　コロナ渦の経済的支援のため、町
独自の特別給付金として、国の特別
定額給付金の基準日より後に生まれ
た新生児 1人につき 10万円を給付
します。
■対象者　令和２年４月 28日から
令和３年３月 31 日までに出生し、
出生時点で住民登録を桑折町に行っ
た子どもの親権者
■申請方法　対象者へ、届出後に申
請書を郵送します。同封の返信用封
筒にて申請書を返送ください。
※�８月末までに出生された対象者に
は、９月上旬に申請書を郵送します。
問税務住民課　582-2114

コロナ支援金　～事業者の皆さんへ～
　新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、売上の減少に直面する事業者の事業
継続を下支えするため、国の家賃支援給
付金に上乗せする形で、町独自の家賃支
援給付金を交付します。
■手続きについて
　「桑折町家賃支援給付金事業」の申請
には、国の「家賃支援給付金」の給付決
定を受けていることが必要です。
　まずは、国の「家賃支援給付金」を申
請し、国の給付決定を受けた後に、「桑
折町家賃支援給付金事業」を申請してく
ださい。国の申請受付は開始されていま
す。詳細は、国の「家賃支援給付金ポー
タルサイト」をご確認ください。（国の
該当要件に注意してください）
■主な給付要件（町）
①�国の家賃支援給付金を申請し、給付決

◆公共交通支援給付金事業
　新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、売上の減少に直面する一般旅客自動車
運送事業者に対し、支援金を給付します。
■申請期限　9月 30日水
※�給付条件・内容などは、
　町HPをご覧ください。

定を受けたもの
②�国へ申請した事業者の中で、小規模事
業者または小規模企業者（個人も含む。
農業・林業は除く）
③町税の滞納がないこと
■給付額　国の給付額のうち、桑折町内
に所在する建物・土地の支払賃料などに
対して給付される額の 1/6 の 6か月分
（最大 40万円を上限）

問産業振興課
　商工観光推進室　☎ 582-2126

コロナ対策緊急雇用
会計年度任用職員募集
　新型コロナウイルス感染症の影
響により、経済的な影響を受けて
いる町内在住者を対象に、会計年
度任用職員を募集します。
■業務内容
町道等管理業務（除草作業など）
■募集人数
３人（要普通自動車免許）
■任用期間
令和２年９月～ 11月
■報酬など　時給 945円
（通勤手当・社会保険加入あり）
■申込方法　履歴書を地域整備課
まで提出ください。（随時受付）
問地域整備課　☎ 582-2127

「コロナに打ち勝つ！」地域経済活性化商品券は有効期限が 8月 31日まで
となっています。9月以降の使用はできませんので、ご注意ください。

商品券
有効期限
8/31月

詳細はこちら



善行・功労表彰候補者募集
　町では、町政振興への寄与が顕著、または町民の
模範となる行為があった団体・個人を募集します。
審査の結果、該当と認められた人は 11月に開催す
る町表彰式で表彰します。推薦をお待ちしています。
■対象
◦町の公益または発展への寄与が顕著な団体・個人
◦�多年、ボランティア事業など、町の公益に関する
事業に尽くし、町民の模範となる団体・個人
※�活動内容や規模、年数などを考慮し、表彰事案審
査委員会に諮ります。
■推薦期日　9 月 18日金まで
■推薦方法　電話、FAX、来庁にてお知らせ願いま
す。詳しくは、下記までお問い合わせください。
問総務課　行政係　☎582-2111、FAX582-2479

空家管理をサポートします
　町と町シルバー人材センターでは、連携して
「空家サポート業務」を行っています。
　空家の所有者に代わって、定期的に訪問・点
検などを行うサービスです。空家の管理にお困
りの人は、ぜひご相談ください。
■内容【点検】屋外から家屋の破損などの確認、
敷地内の雑草や庭木などの状況の確認、不法侵
入や不法投棄などの防犯確認、郵便物の有無の
確認、確認事項の報告【作業】除草・植木剪定、
機械草刈、大工仕事　※料金などは要相談
問町シルバー人材センター　☎ 582-3194
　まちづくり推進課　土地開発係　☎582-2124

認知症サポーターになろう！
■日時　9月 3日木　10:00 ～ 11:30（予定）
　　　　（こおり友遊くらぶ公開講座）
■場所　「イコーゼ！」１階　多目的スタジオ
■講師　町地域包括支援センター職員・キャラ
　　　　バンメイト
■募集定員　町在住・在勤の成人　15人程度
※�成人講座・こおり友遊くらぶ受講生（約 20
人）と一緒に学びます。
※どなたでも参加できます。
■申し込み・問い合わせ　8月 25日火から受
付開始。生涯学習課　生涯学習係まで電話（☎
582-3129）または直接お申し込みください。
★�認知症サポーターとは…認知症に対する正し
い知識と理解をもち、地域で認知症の人や家
族に対してできる範囲で手助けをする人です。

税金は納期内に納めましょう
　国民の三大義務の一つである「納税」。税金は、
医療や教育の充実、安全や秩序の維持、行政サービ
スなど、私たちの暮らしを豊かにする町の大切な財
源です。納期限内の納付にご協力をお願いします。
※�納期限を過ぎて納付すると、本来納めるべき税金
のほかに、延滞金の納付義務が発生します。
■口座振替
　町税の納付は、納め忘れの心配がない「口座振替」
が便利です。届出の際は、納税通知書、預貯金通帳、
届出印を持参の上、次の場所でお申し込みください。
◦町が指定する金融機関
（福島信用金庫、東邦銀行、福島銀行、ふくしま未
来農業協同組合、ゆうちょ銀行のうち町内にある支
店、大東銀行および東北労働金庫は保原支店）
◦役場税務住民課窓口
※�振替日に残高不足とならないように、振替日の前
日までに預金残高の確認をお願いします。
※�口座振替開始日は、申込日の月の翌月からです。
※�ゆうちょ銀行口座からの口座振替を希望する場合
は、役場窓口では受付できませんので、直接銀行
窓口で申し込み手続きをしてください。
■コンビニ納付
　町税は、納付書に記載の納期限内であれば、納付
書裏面に記載のあるコンビニエンスストアで納付で
きます。コンビニでは、時間を気にせず納付ができ、
便利ですので、ぜひご利用ください。
※�期別と納期限を必ず確認してください。（納期限
を過ぎるとコンビニで納付できなくなります。）
※�バーコードの印字がないもの、30万円を超えた金
額のもの、金額などが訂正されたもの、ミシン目
を切り離した納付書はコンビニで納付できません。
※�町県民税（特別徴収）、法人町民税、下水道受益
者負担金は、コンビニで納付できません。
問税務住民課　収納係　☎ 582-2114

こおり健康ポイント事業
　健診を受けたり、健康事業などに参加した時
に、ポイントカードにスタンプを押します。ポ
イントを貯めて、地場産品と交換しましょう！
　ポイントカードは、9月1日からやすらぎ園、
「イコーゼ！」、役場窓口で配布します。団体な
どで欲しい場合は、下記へお申し出ください。
■主なポイント対象事業
【健診】特定健診、後期高齢者健診、人間ドック
【健康教室】こおり運動教室、こおり水泳教室、
いきいき百歳体操などへの参加　
【子育て】乳幼児健診、ベビールームなどの利用
【ボランティア活動】介護福祉施設などで行う
ボランティア活動�
【その他】「イコーゼ！」プール利用、健康相談、
インボディ測定など
問健康福祉課　健康増進係　☎ 582-1133

参加者募集

受講無料
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新たに農業を始めませんか？
　町では、新たに農業にチャレンジする皆さんを支
援しています。町を代表する桃をはじめとした産地
自慢の農産物を自分の手で作ってみませんか？
◆新規就農農業後継者支援事業
　新規学卒や離職者の農業後継者を支援します。
■補助　月額 3万円× 12か月（2年間）
■対象者　①町内在住で、新規就農した人　② 15
歳以上 50歳以下　③新規学卒者（前年度までに学
校を卒業）または離職就農者（前年度 9月 1日以
降に離職した人）
◆農業次世代人材投資資金（経営開始型）
　経営開始初期の不安定な時期を支援します。
■補助　年額最大 150万円（最長 5年間）
■対象者　①町内在住　②町の認定を受けた認定新
規就農者（将来を見通した計画を立てる必要があり
ます）　③原則として 50歳未満で独立・自営就農
する人　④町の「人・農地プラン」に位置付けられ
ている（見込みも可）、または農地中間管理機構か
ら農地を借りている　⑤前年の世帯全体の所得が
600万円以下である
問産業振興課　農林振興係　☎ 582-2126

令和2年産米を生産する農家の皆さんへ
モニタリング検査へ移行します
　県では、令和 2年産米より、避難指示などのあっ
た市町村以外の地域において、モニタリング検査に
移行します。ご理解とご協力をお願いします。
■モニタリングの概要
◦�令和 2年産米の検査は、旧市町村（桑折・睦合・
伊達崎・半田）ごとに３点のモニタリングを実施
します。
◦�令和 2年産米の出荷・販売については、検査結
果が出るまで、控えるようお願いします。
◦�検査の結果、玄米から基準値を超える放射性セシ
ウムが検出されなかった場合は、旧市町村ごとに
出荷・販売の自粛を解除します。
◦解除の有無は、県のホームページで確認できます。
問県農林水産部　水田畑作課　☎ 521-7360
　町産業振興課　農林振興係　☎ 582-2126

クマに注意してください
　全国的にクマによる事故や目撃事例が多発し
ています。桑折町でも 7月下旬から目撃・出
没情報が相次いでいます。クマとの遭遇を避け
るため、以下の点に十分留意してください。
○クマに出会わないために…
◦�クマ鈴やラジオなどを身につけ、人の存在を
クマに知らせる。
◦�早朝や夕方は、ヤブや果樹のある場所に近づ
かない。
○クマと遭遇してしまったら…
◦�クマが興奮するので、大声で叫んだり石など
を投げつけたりしない。
◦�クマから目を離さずに、後ずさりしながら慌
てずゆっくり立ち去る。
◦�背中を見せて逃げると、本能的に襲ってくる
ので走って逃げない。
■有害鳥獣実施隊捕獲状況（令和２年７月）
イノシシ５頭
（松原１頭、南半田２頭、北半田２頭）
問産業振興課　有害鳥獣対策係　☎582-2126

土地境界トラブル解消へ
筆界特定制度など

　福島地方法務局と県土地家屋調査士会は、連
携して境界問題の解決を支援します。
◆筆界特定制度…筆界を明確にします
　法務局の職員が専門家の意見を踏まえて、申
請者などの意見に拘束されず、真実の筆界を特
定します。（※明け渡しなど、所有権に関する
問題を直接解決することはできません）
問福島地方法務局　不動産登記部門
　☎ 534-2048
◆土地家屋調査士会ADR制度
　…境界問題全般を解決します
　土地家屋調査士および弁護士が相談・調停を
行い、柔軟に問題解決を手伝います。（※相手
の応諾がないと手続きを進められません）
問境界紛争解決支援センターふくしま
　☎ 535-3937

農地パトロールを行います
　農業委員会では、毎年８月、①遊休農地の発生防止・
解消、②地域の農地利用の確認、③違反転用の発生防
止を目的に、農地パトロールを実施しています。
　期間中、調査のため、農業委員や各地区担当農地利
用最適化推進委員が皆さんの農地へ立ち入る場合もあ
ります。ご理解とご協力をお願いします。

■調査時期
　８月下旬～９月中旬まで
■調査方法　
　農業委員および各地区担当農地利用最適化推進委員
による、農地の目視確認
問農業委員会（産業振興課内）　☎ 582-2126
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家族教室を開催します 連続テレビ小説「エール」
ご当地巡回展 in 桑折

　NHKで好評放送中の連続テレビ小説「エール」
の巡回展が、旧伊達郡役所で開催されます。番組で
使用した小道具や衣装のほか、町が保管する古関裕
而氏に関係する貴重な資料も展示します。
■期間　8月28日金～9月2日水 ※期間中定休日なし
■会場　旧伊達郡役所
■展示予定内容【巡回展】番組紹介パネル、小道具、
衣装、出演者サインなど【桑折町コーナー】レコー
ドカタログ、喜多三呉服店関係史料、蓄音機など
問生涯学習課　歴史文化係　☎ 582-3129

◆アルコール家族教室
　アルコールに関する問題を抱える家族を対象
に、アルコール依存症の対応方法を学び、同じ
悩みを持つ家族同士で心配事を話し合います。
※�初めて参加される人は、事前に個別面談を行
いますので、早めにご連絡ください。

【7月1日～7月31日入札執行分】（単位：円・税込み）
入札の
方法 入札日 工事（委託）名 工事（委託）箇所 落札者 落札決定額

（A）
予定価格
（B）

落札率
A/B×100

指名競争
入 札 7月9日 公衆無線 LAN環境整備

工事 大字谷地字道下　他 東日本電信電話㈱
宮城営業部福島支店 4,367,000 4,708,000 92.8%

指名競争
入 札 7月9日 公共下水道事業地方公営企業に係

る固定資産調査及び評価業務委託
桑折町公共下水道管
渠施設全域

㈱パスコ福島支
店 11,275,000 11,968,000 94.2%

指名競争
入 札 7月9日 うぶかの郷施設備品

（空調機）購入 大字南半田字川端 桑折ガス㈱ 2,200,000 2,761,000 79.7%

指名競争
入 札 7月9日 万正寺の大カヤ周辺整備

建物解体工事 大字万正寺字大榧 ㈲キタザワ 4,620,000 4,804,800 96.2%

指名競争
入 札 7月9日 桑折町立醸芳小学校

校内音響設備賃貸借契約 字桑島三 ㈱メディアシス
テム 4,131,600 5,512,210 75.0%

指名競争
入 札 7月10日 桑折町立醸芳中学校

特別教室冷暖房設備工事 大字上郡字柳下 ㈲遠藤設備工業 10,208,000 10,529,200 96.9%

公共事業入札結果 なお、これより前の入札結果については、町のホームページおよび総務課で閲
覧できます。   問総務課　財政係　☎ 582-2111

水中トランポリン・
水中自転車で体力アップ！

◆ひきこもり家族教室
　ひきこもりに関する不安や困難を抱える家族
を対象に、ひきこもっている本人への関わり方
を学び、家族同士の語らいの場も設けています。
■講師　公認心理師　臨床心理士　本多忠勝氏
■対象　10代後半～ 40代くらいの「ひきこ
もり」の方の家族。原則3回全て参加できる人
■定員　10人（先着順）
※初めて参加される人は事前面談を行います。

◆共通事項
■場所　県北保健福祉事務所　４階　中会議室
　　　　（福島市御山町 8-30）
※�駐車場に限りがあるので、なるべく公共機関
をご利用ください。
■申し込み・問い合わせ　県北保健福祉事務所
障がい者支援チームまで電話（☎ 534-4300）
でお申し込みください。

　水中トランポリンや自転車を使って、筋力・体力
向上を目指しましょう。
■日時　【日中コース】月・木曜日（全８回）　
９月７日、10 日、14 日、17 日、24 日、28 日、
10月１日、５日　10:30 ～ 11:15
【夜間コース】水・金曜日（全８回）　
９月９日、11 日、16 日、18 日、23 日、25 日、
30日、10月 2日　19:00 ～ 19:45
※初回と最終回には、インボディで体成分を測定。
■場所　「イコーゼ！」屋内温水プール
■対象　町在住・在勤者　各コース定員 10人　
■参加費　4,000 円　※別途プール利用料が必要
■申込方法　8月 19 日から 31 日まで、「イコー
ゼ！」窓口で直接申し込み　※電話申し込みはなし
※この事業は、県地域創生総合支援を受けています。
問生涯学習課　生涯学習係　☎ 582-3129

成人向け  水中ウォーキング教室

実施日 時　間 内　容
9 月 17 日 13:30 ～ 15:30 CRAFT（ｸﾗﾌﾄ）

学習ミーティング11月 19日
12月 17 日 家族会（分かち合い）
1月 21日 CRAFT（ｸﾗﾌﾄ）

学習ミーティング3月 18日

初めての参加者
は、初回のみ
13:15まで

お越しください。

無料
要予約

実施日 時間 講義の内容
9 月 16 日 13:30

～
15:00

具体的な声のかけ方
10月 22日 話の聴き方・会話の始め方
11月 27日 回復に向けた支え方

入場
無料


